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三田市条例第  号 

 

三田市学校給食費徴収条例の一部を改正する条例 

 

三田市学校給食費徴収条例（平成２３年三田市条例第３０号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条第１項の表中「３，９００円」を「４，５７０円」に、「４，５００円」を

「５，２９０円」に、「２，９４０円」を「３，４５０円」に改める。 

第４条を次のように改める。 

（学校給食費の徴収対象者） 

第４条 学校給食費は、学校園に在籍する児童、生徒及び園児の保護者（成年に達

した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者を含む。）並びにこれ

に準ずる者から徴収する。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の三田市学校給食費徴収条例の規定は、施行日以後の喫

食に係る学校給食費について適用し、同日前の喫食に係る学校給食費については、

なお従前の例による。 

 （三田市立認定こども園条例の一部改正） 

３ 三田市立認定こども園条例（令和５年三田市条例第２７号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１０条第１項第１号中「２，９４０円」を「３，４５０円」に改め、同項第２

号中「及びこども園に勤務する職員」を削り、同項第３号を削り、同条第２項中

「２１０円」を「２４６円」に改める。 

 

 


